
１　任免及び職員数に関する状況
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１．　任免及び職員数に関する状況１．　任免及び職員数に関する状況１．　任免及び職員数に関する状況１．　任免及び職員数に関する状況

（１）新規採用者数

※栄養士は平成２２年６月１日採用

（２）再任用の状況（平成２２年４月１日現在）

技能員（調理員）

区　　　分

平成２１年度

（単位：人）

事務職

事務職（身体障がい者対象）

保育士

7

職　種

（平成２１年４月１日採用）

採用者数

（うち女性）

1

(4)

合　　計 - 124

(0)

消防職（救急救命士）

技能員（清掃員等）

(21)

2

技術職（建築） 3 (1)

消防職 20 (0)

事務職 10 (5)

事務職（身体障がい者対象） 1 (0)

3 (1)

技術職（建築）

(18)

栄養士 1

2 (0)

5 (4)

25

市長部局ほか

教育委員会

フルタイム勤務 短時間勤務

-

23

-

- 5 5

2 (0)

消防職（救急救命士） 1 (0)

（単位：人）

平成２２年度

（平成２２年４月１日採用）

職　種
採用者数

（うち女性）

87 87

合　　　計

保育士 21

124

7

（単位：人）

(1)

25

7

技術職（土木）

消防本部

水道局

-

(1)

消防職 9 (0)

（３）退職者数（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

（注）　採用退職ともに、派遣等による出入りは除きます。

0 116 5

合　　計 - 124

6 0 10

水道局

合　　計 137

定年退職 勧奨退職 普通退職ほか

2

区　　　分

29

47 13

合　　　計

7

124

（単位：人）

11 87

29

47

77

20

市長部局ほか

消防本部

教育委員会

4



（４）部門別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

〈参考〉

人口１万人当たり職員数 人

幼稚園教諭等の退職者不補充など

〈参考〉

人口１万人当たり職員数 人

〈参考〉

人口１万人当たり職員数 人
2,706 △ 87

96

公
営
企
業
等
会

計
部
門

合　　計

1,604

451

水道

下水道

その他

小　計

3

0

職員数

主な増減理由

定員管理の適正化に伴う水道事業部門等
における退職者不補充、下水道部門にお
ける普通会計部門と公営会計部門の計上
変更による増

平成２１年

区分

平成２２年

13

430

103

453

201

△ 8

△ 3

2

△ 26904 878

△ 39

532

346

48

252

558

総合支所等の組織・機構の改革に伴う減、
ごみ収集等の委託に伴う減、定員管理の
適正化に伴うごみ収集等の退職者不補
充、生活保護ケースワーカー等の増員に
よる増など

31

対前年
増減数

小　計

普
通
会
計
部
門

小　計

民生

消防部門

240

56

職員数

（類似団体の人口１万人当たり職員数　　　人）

13

438

56

48

246

0

△ 6

346 0

1,550 △ 54

△ 26

0

2,793

部門

教育部門

衛生

農林水産

商工

土木

議会

総務

税務

一
般
行
政
部
門

55

278

△ 4114

106

（類似団体の人口１万人当たり職員数　　人）

△ 7

98

66

△ 6

285

104

63

118

人口１万人当たり職員数 人

（注）１ 　職員数は一般職に属する職員数である。 

　　　２ 　（　　　　）内は、条例定数の合計である。

(3,153)

96合　　計

(3,153)

（単位：人）



（５）年齢別職員構成の状況（平成２２年４月１日）

（６）職員数の推移 (単位：人・％）

(△16.4%)

１８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

一般行政 1,785 △ 304

過去５年間の増減数
(率）

１７年

1,854

44歳 48歳 52歳

～

56歳

～

以上

計

～

2,706244 393

人人 人 人 人 人 人 人

0

60歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳

職員数
256

人

～ ～ ～

未満

区　分

324 7251

人

1,604

人

51歳 55歳23歳 27歳 31歳 59歳

～

43歳 47歳

343 350 302

～～ ～
人 人

76 160

1,668

35歳 39歳

1,550

部門別

区分

1,747
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～
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～
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(△16.4%)

総合計

公営企業等会計

普通会計計

消防

教育

一般行政 1,785

626

344

2,755

324

3,079

△ 304

△ 86

1,854

618

342

2,814

2,706

1,604

285

2,428

278

2,587

352

3,166 △ 460 (△14.5%)2,898 2,793

345 346

2,692 2,508

1,668

574

345

1,550

532

346

320 311

(△13.9%)

4 （1.1%）

△ 386 (△13.7%)

△ 74 (△21.0%)

1,747

600 558

（注）1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

      ２　平成１７年度については、合併前の合計職員数。
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２．　給与の状況２．　給与の状況２．　給与の状況２．　給与の状況

　１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

人

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

人

（注）　職員手当等には退職手当を含まない。

（３） 特記事項

（４）ラスパイレス指数の状況（平成２１年４月１日現在）

人 件 費 人 件 費 率

3,550,677  千円

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

（参考）住民基本台帳人口

　平成１８年１月１日に市町村合併（旧津市、旧久居市、旧河芸町、旧芸濃町、旧美里村、旧安濃町、旧香良洲町、
旧一志町、旧白山町及び旧美杉村の二市六町二村による合併）により、新｢津市｣として誕生しました。そのため、
平成１７年１２月以前の数値等については、一部旧津市の数値となっております。

281,758 102,417,413千円 1.90  %

9,300,759  千円

（平成２１年度末）

(参考）類似団体平
均一人当たり給与

費

6,289千円

平成２０年度の人件費率

20,908,647 千円 20.4  % 22.6  %

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

給　 料 職員手当等

歳 出 額

職員数 給 与 費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ

区　　分

平成２１年度

区分

2,414

実 質 収 支

15,066,082  千円 6,241  千円平成２１年度 2,214,646  千円

(H16)

98.7

(H16)

(H16)

99.5

(H21)

95.9

(H21)

98.3

(H21)

99.1100

105

2

3

　２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月1日現在）

(単位：円）

(注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

8級

1号給の給料月額 133,400 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 413,700

444,500 469,500 490,900 499,700
最高号給の
給料月額

243,700 309,400 390,400 434,600

（注）1 　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水
準を示す指数である。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 ７級

　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純
平均したものである。
　平成１６年の津市の指数は、旧津市の指数を使用している。

(H16)

98.7

(H16)

95.2

(H16)

99.5

(H21)

95.9

(H21)

98.3

(H21)

99.1

90

95

100

105

津市 三重県平均 類似団体平均



　３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

平均給料月額

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 ％

歳 円 ％

歳 円 ％

※

116.2

用務員

49.3

廃棄物処理業務従業員

平均給与月額
（国ベース）

津市

平均給与月額
（国ベース）

学校給食員 44.6 277,600 298,413

清掃職員 43.8 309,500

284,514

363,000 340,612

293,316

国

43.4 337,400 441,035

－ 322,291

53.8

民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平
成１９年～２１年の３か年平均）
技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点に
おいて完全に一致しているものではない。

※

123.5

41.9

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

46.1 299,200 344,342 322,322

－

454,098 －

津市

325,579

49.7 301,700 333,065

395,666

44.6 294,000

平均給料月額 平均給与月額区 分

調理士

対応する民間の
類似職種

平　均　年　齢
平均給与月額

（Ｂ）
Ａ／Ｂ

平均年齢

391,011

三重県 42.8 351,772

国

321,565用務員

平均給与月額
（Ａ）

41.5

213,600 155.9

256,800

　　　　③教育職（Ⅱ）

歳 円 円

技能労務職等の基本的な考え方及び取組内容

                                                                        
2

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

津市 41.7

（注） 1 　「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平
均である。
　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間
外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査
において明らかにされているものである。
　また、｢平均給与月額（国ベース）｣は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、
特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで
再計算したものである。

　地方分権に伴い権限移譲が推進される中、事務事業の見直しや民間の活用等を図るとともに、住
民へのサービスの低下を極力招かないよう、これらのサービスの提供方法に合わせた適正な職員配
置及び計画的な職員数の削減による定員管理の適正化を目指しているところです。
　こうした状況の中、技能労務職員において、現在、直営及び外部委託の併用により実施しているご
み収集業務について、民間活用の推進及び経費縮減等を図るため、外部委託の推進を図ります。
　また、技能労務職員の給与においては、平成２０年４月１日から特殊勤務手当の一部を廃止する見
直しを行いましたが、引き続き給与構造の見直しを速やかに実施することにより、給与の適正化に向
けた取組を進めます。

338,800 374,593



（２）職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

一般行政職 大　学　卒 264,270 305,724

256,908 299,878

－　　

354,374

高　校　卒

－　　

144,500 144,500 140,100

高　校　卒 －　　

中　学　卒 －　　

319,815

教　育　職（Ⅱ）

178,800

大　学　卒

－　　

一般行政職 大　学　卒

区　　　分

－　　

教　育　職（Ⅱ）

津　　　　市

164,300

大　学　卒 175,000 199,700

初任給 初任給 初任給

経 験 年 数 １ ５ 年

　Ⅰ種 181,200
　Ⅱ種 172,200

高　校　卒

経 験 年 数 ２ ０ 年

249,000 286,960

－　　

高　校　卒

－　　 324,633

三　重　県 国

－　　

－　　

高　校　卒

区　　　         分 経 験 年 数 １ ０ 年

144,500 144,500

356,575高　校　卒

※教育職（Ⅱ）は幼稚園の園長、主任、教諭、助教諭、養護教諭及び養護助教諭に適用する。

331,663

中　学　卒 258,100 296,771 322,500

技能労務職

－　　 －　　

技能労務職



　４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１） 一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

相当高度の技能又は経験を必要とする技能労務の職務

人 ％

人 ％

人 ％

％

476

１　主任（主事、技師及び保育士を除く。）の職務
２　相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務（技能労務の
　職務を除く。）

76

１　部長及び部長相当職（担当理事等）並びに久居総合支所長の職務
２　部次長及び部次長相当職（担当参事等）の職務
３　工事事務所長の職務
４　総合支所長（久居総合支所長を除く。）の職務
５　久居総合支所副総合支所長の職務
６　総合支所の部次長相当職（担当参事等）の職務

％

人

定型的な業務を行う職務

18.5

１　技能長の職務
２　相当の技能又は経験を必要とする主任に係る技能労務の職務
３　特に高度の技能又は経験を必要とする技能労務の職務

人

15.8

区　　分 標準的な職務内容

１　主査の職務
２　出張所長その他の出先機関の長の職務
３　管理主事、社会教育主事、体育保健主事及び教育研究主事の職務
４　主任（主事、技師及び保育士に限る。）の職務
５　相当の知識又は経験を必要とする主任（主事、技師及び保育士を除く。）の
　職務
６　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員の職務（技能労務の
　職務を除く。）

238

１　課長（室長、担当副参事等を含む。）の職務
２　副総合支所長（久居総合支所副総合支所長を除く。）の職務
３　総合支所の課長（担当副参事等を含む。）及び教育委員会事務局事務所長
の職務
４　相当高度の知識又は経験を必要とする地域支援員の職務

138

５　級

構成比職員数

33 2.6人 ％

７　級

３　級

６　級

技能労務の職務

２　級 8.3

5.9

４　級
１　担当副主幹の職務（技能労務の職務を含む。）
２　相当の知識又は経験を必要とする出張所長その他の出先機関の長の職務
３　地域支援員の職務

204

１　担当主幹及び担当主幹相当職の職務
２　相当高度の知識又は経験を必要とする出張所長その他の出先機関の長の
　職務
３　相当の知識又は経験を必要とする地域支援員の職務

10.7

人

１　級

36.9

107

％

人 ％

津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

                                                                        2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　

平成１８年１月１日に給料表を９級制から１０級制に同年１０月１日に１０級制から８級制に切り替えています。

５年前の構成比については旧津市の構成比となっています。

（２） 昇給への勤務成績の反映状況
現在のところ、勤務成績は反映せず一律としています。

1.3

（注）1

８　級
１　局長及び局長相当職の職務
２　困難な業務を所掌する部長及び部長相当職（担当理事等）の職務
３　困難な業務を所掌する総合支所長（久居総合支所長に限る。）の職務
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１級

3.0%
１級
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２級

8.3%

２級
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3.6%

３級

36.9%

３級

38.4%

３級

3.1%

４級

15.8%

４級

14.6%

４級

22.1%

５級

18.5%

５級

17.4%

５級

9.1%

６級

10.7%

６級

10.5%

６級

17.0%

７級

5.9%
７級

4.8%

７級

22.0%
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1.3%
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　５　職員の手当の状況

（１） 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　 　・役職加算　5～20％ 　・役職加算　　　 5～20％ 　・役職加算　　　 5～20％

　・管理職加算　15～25％ 　・管理職加算　15～25％

(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（参考）　勤勉手当への勤務成績の反映状況
現在のところ、勤務成績は反映せず一律としています。

（２）退職手当（平成２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算） （定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

（３）地域手当（平成２２年４月１日現在）

千円

千円

１人当たり平均支給額（平成２１年度）

津 市 三 重 県

33.50 41.34 33.50

国の制度（支給率）

（支給率）　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

1.4

(1.5)

津　　　　　　　　　　　市

支給率 支給対象職員数

59.28

41.34

23.50 30.55 23.50 30.55

47.50 59.28 47.50 59.28

1.4 2.75

－

2.75 1.4

1,476 1,718

国

国

１人当たり平均支給額（平成２１年度）

(0.70)

（注）　

(1.5) (0.70) (1.5) (0.70)

2.75

支給対象地域

支給実績（平成２１年度決算） 301,695

59.2859.28 59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 124,977

％ 人 ％

％ ％

国の制度（支給率）

6.0

１級地（東京都特別区） 16.5 8 18.0

支給率 支給対象職員数支給対象地域

５級地（津市） 4.5 上記に掲げる以外の職員



（４）特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

10

日額５５０円

市営住宅入居者の死体処理
業務

支給実績（平成２１年度決算）

ごみの収集、運搬及び処理
業務

日額７５０円

西部クリーンセンター等に勤
務する職員によるごみの搬入
業務及び施設の維持管理の
ための清掃等業務

援護課職員
生活保護被保護者の死体処
理の業務

51,580

主な支給対象職員

社会福祉事務に従事
する職員の特殊勤務
手当

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 40,171

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度） 53.1

手当の種類（手当数）

手当の名称

１件３，０００円

主な支給対象業務
左記職員に対する
支　　給　　単　　価

汚物の収集又は処分
に従事する職員の特
殊勤務手当

汚物の収集又は処分に従事
する職員

住宅の事務に従事す
る職員の特殊勤務手
当

住宅の事務に従事する職員

モーターボート競走場
に勤務する職員の特
殊勤務手当

モーターボート競走場に勤務
する職員

土木労務作業に従事
する職員の特殊勤務
手当

土木労務作業に従事する職
員

日額７５０円

開催日における競艇業務 日額１，０００円

汚水の処理作業に従
事する職員の特殊勤
務手当

汚水の処理作業に従事する
職員

下水道終末処理施設内又は
水洗処理区域内での汚泥の
除却作業及び下水管渠等の
清掃業務

１件３，０００円

安芸・津衛生センター等に勤
務する職員によるし尿の処理
業務及び維持管理のための
清掃等業務

道路舗装業務 日額２５０円

日額５５０円

水洗処理区域外での下水管
日額３００円

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　休日勤務手当を含む。

１回２００円

日額５００円

年末年始において、特に勤務
を命ぜられる職員で、その定
められた業務

日額３，０００円
～７，０００円

１回２５０円

救急業務

救急業務における死亡人の
処理業務

災害業務に従事する
職員の特殊勤務手当

災害業務に従事する職員

変則勤務による業務
に従事する職員の特
殊勤務手当

変則勤務による業務に従事
する職員

消防本部及び消防署
に勤務する職員の特
殊勤務手当

消防本部及び消防署に勤務
する職員

高所（地上10メートル以上）で
の消防業務

１回３５０円

行旅病人の救護業務又は取
扱業務

258

391

645,704

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算）

支給実績（平成２０年度決算）

１件１，５００円

行旅死亡人の処理等の業務 １件３，０００円

消火活動業務

１件３，０００円

水洗処理区域外での下水管
渠等の清掃業務

日額３００円

行旅病人及び行旅死
亡人の処理等に従事
する職員の特殊勤務
手当

行旅病人及び行旅死亡人の
処理等に従事する職員

支給実績（平成２１年度決算） 806,107

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

警報発令中等の危険な状況
の中での現場作業

日額１，０００円

日曜日等において勤務時間
が割り振られる勤務時間に勤
務し、その定められた業務



（６）その他の手当（平成２２年４月１日現在）

23,000円以下

55,000円以上

（平成２１年度決算）

250,664千円 195,373円

91,376千円 71,611円

164,578千円 62,792円

388,570千円 644,395円

支 給 職 員

宿日直手当 一般の宿日直 4,200円 同じ 67千円 7,444円

異なる

役職に応じ定額で支給 異なる

同じ 19,168円

支 給 実 績 １ 人 当 た り

（平成２１年度決算） 平均支給年額
手 当 名

国の制度

との異同

国 の 制 度 と

異 な る 内 容

管理職手当

配偶者以外の扶養親族 6,500円

勤務1時間当たりの給与額
×25/100

片道1㎞以上交通機関利用者

正規の勤務時間として深夜
（午後10:00－午前5:00）に
勤務を命じられた職員に支
給

交通用具使用者
については、1㎞
から18段階に細
区分し支給

俸給の特別調整
額として支給

通勤手当

住居手当

配偶者 13,000円

（家賃－23,000円）×1/2
＋11,000円

27,000円

持ち家

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給

1,000円

23,000円超55,000円未満

－

借
家

（
家
賃

）

家賃－12,000円

扶養手当
配偶者のない場合の１人目 11,000円

同じ

 4,000円
　　 ～12,000円

36,336千円 74,765円

5,252千円

同じ

5,000円

異なる

片道1㎞以上交通用具使用者
1㎞以上2㎞まで1,000円か
ら使用距離に応じて支給
（上限60㎞以上24,500円）

夜間勤務手
当

16～22歳の子、孫に対する
加算

－

異なる

運賃等相当額（上限55,000円）

－

管理又は監督の地位にあ
る職員が、臨時又は緊急の
必要等により週休日又は休
日等に勤務した場合に支給

8,000円～12,000円 異なる
管理職員特
別勤務手当

－

支給なし

内 容 及 び 支 給 単 価

420,000円23,000円～41,000円

128,374千円 138,334円－

単身赴任手
当

異動に伴って転居し、やむ
を得ない事情により配偶者
と別居して単身で生活する
職員に支給

異なる

休日勤務手
当

同じ

 23,000円
　　 ～68,000円

820千円

祝日法による休日等に勤務
した職員に支給

勤務1時間当たりの給与額
×1.35×時間数



　６　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

（注）　（参考）類似団体における最高／最低額は減額措置を行う前の金額を記載する。

退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における

退職手当の見込み額である。

　　（算定方式）

市 長 　給料月額　×　在職月数　×　55/100

副 市 長 　給料月額　×　在職月数　×　35/100

　（支給時期）

　任期毎

退
職
手
当 　任期毎

報
酬

議 長 670,000 714,000

副 議 長 610,000 647,000

市 長 　　（平成２１年度支給割合）

940,000

(870,000)

755,000

議 員

(1,130,000)
市 長

副 市 長

議 員 550,000

給
料

副 市 長 4.15

809,100 896,000

期
末
手
当

（参考）類似団体における最高／最低額

1,017,000 1,118,000

議 長 　　（平成２１年度支給割合）

副 議 長 3.75

606,000

500,000

420,000

400,000

区 分 給 料 月 額 等



　７　公営企業職員の状況

水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算（平成２１年４月～平成２２年３月）

（注）

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２２年４月１日現在）

歳 円 円

（注）

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

759,118 7,095

１人当たり平均支給額（平成２１年度）

基本給 平均月収額

津 市 48.4

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

394,481

１　職員手当には退職手当・児童手当を含まない。
２　職員数は平成22年3月31日現在の人数である。

１　基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額である。
２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。
３　再任用短時間勤務職員を除く。

　　　　千円 千円　平成 人 　　　　千円 　　　　千円 　　　　千円

％　　　　

める職員給与費比率

質収支

千円　

　　　　　　Ｂ／Ａ

％　　　　

Ｂ　

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費

　職員給与費比率 ２０年度の総費用に占

平成 　　　　千円

２１年度 6,750,639 60,805 11.9

Ａ  

千円　

8.6

596,643

津　　　　　　　　　市

区分

給料 職員手当 期末・勤勉手当

国

１人当たり平均支給額（平成２１年度）

806,503

計Ｂ 給与費Ｂ/ＡＡ  

職員数

117,802 181,383２１年度 107 459,933

　総費用に占める (参考）

給与費 一人当たり

千円　 千円　

（平成２１年度支給割合） （平成２０年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　 　・役職加算　５～２０％ 　・役職加算　　　 ５～２０％

　・管理職加算　１５～２５％

（注）

1.4

(0.7)(0.7)

（　　）内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合である。

2.75

(1.5)

1,680 -

2.75 1.4

(1.5)



イ　退職手当（平成２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置：2％～20％加算） （定年前早期退職特例措置：2％～20％加算）

ウ　地域手当（平成２２年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ ％4.5

（支給率）　　　　　　　　 自己都合　　　  勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合　       勧奨・定年

59.28

0

41.34

支給実績（平成２１年度決算） 15,117

５級地（津市）

18

47.50 59.28

23.50

47.50

支給対象地域 支給率

１級地（東京特別区） 17

国の制度（支給率）

30.55

59.2859.28 59.28

6

23.50 30.55

33.50

津　　　　　　　　　　　　　市 津    市   水    道    局

59.28

上記に掲げる以外の職員

支給対象職員数

41.34 33.50

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 140



エ　特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

日額２００円

水道管等の復旧業務に従事する
職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２０年度） 99.1

 日額３，０００円～７，０００円

支給実績（平成２０年度決算） 33,778

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２０年度決算）

公道等敷設され、又は
設置された水道管等の
復旧業務

毒物、劇物又は高圧電
気を取り扱う業務その他
特に危険を伴う業務

1,193

左記職員に対する支給単価

日額２５０円

毒物、劇物又は高圧電気を取り
扱う業務その他特に危険を伴う
業務に従事する職員

11,150

作業手当

手当の種類（手当数） 4

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

水道施設に事故が発生
した場合において、水道
事業管理者及び水道技
術管理者の指示により、
水道施設の復旧のため
危険な状況の中で現場
作業に従事したとき。

日額１，０００円

605

日額５００円

変則勤務手当

支給実績（平成２１年度決算）

450

危険手当

日額３５０円
高所（地上10メートル以
上）及びずい道内等での
業務

災害業務手当
屋外において業務に従事する職
員

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

日曜日等において勤務
時間が割り振られる勤
務時間に勤務し、その定
められた業務

支給実績（平成２１年度決算） 42,976

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算）

年末年始において、特
に勤務を命ぜられる職
員で、その定められた業
務

変則勤務による業務に従事する
職員

（注)休日勤務手当を含む。



カ　その他の手当（平成２２年４月１日現在）

23,000円以下 家賃－12,000円

55000円以上

役職に応じ定額で支給

住　居　手　当

新築・購入後
5年以内2,500円

通　勤　手　当

片道1㎞以上交通機関利用者 同じ

7,879 千円

内 容 及 び 支 給 単 価

699,104円

72,953円

同じ

管理又は監督の地位にあ
る職員が、臨時又は緊急の
必要等により週休日又は休
日等に勤務した場合に支給

43,643円

23,000円超55,000円未満

27,000円

持 ち 家 同じ

扶　養　手　当 同じ － 16,805 千円

（家賃－23,000円）×1/2
＋11,000円

配偶者以外の扶養親族 6,500円

2,500円

運賃等相当額（上限55,000円）

328,372円

同じ

5,000円

一般行政 一般行政職の

250,821円

正規の勤務時間として深夜
（午後10:00－午前5:00）に
勤務した勤務した職員に支
給

同じ

11,000円

16～22歳の子、孫に対する
加算

（平成２１年度決算） 平均支給年額

13,000円

借
家

（
家
賃

）

同じ

夜間勤務手当 －

1㎞以上2㎞まで1,000円か
ら使用距離に応じて支給
（上限60㎞以上24,500円）

－

１ 人 当 た り
手 当 名

管 理 職 手 当 26,566 千円

2,750 千円

支 給 職 員

支 給 実 績

配　偶　者

管理職員特
別勤務手当

1,889 千円 49,711円

勤務1時間当たりの給与額
×0.25×時間数

片道1㎞以上自動車等利用者

2,627 千円

8,000～12,000円 同じ

（平成２１年度決算）

制度と異なる

との異同 内容

職の制度

配偶者のない場合の1人目

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給



３．　勤務時間その他勤務条件の状況３．　勤務時間その他勤務条件の状況３．　勤務時間その他勤務条件の状況３．　勤務時間その他勤務条件の状況

（１）一般職員の勤務時間の状況

勤務時間及び休憩時間は、原則次のように割り振られています。

（２）休暇制度の概要

妊娠中の女性職員が通勤に利 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて１

用する交通機関の混雑程度が 時間以内の期間

母体、胎児の健康保持に影響

がある場合

１２：００～１３：００

内　　　容

終了時間

配偶者の出産

産前・産後８週間（多産の場合産前は１４週間）

頭

の提供

骨髄バンクへの登録、骨髄液

利行使

病 気 休 暇

育児時間

区　　分 種　　　類

妊娠中の健康診査等

選挙権その他公民としての権

証人等としての裁判所等へ出

１年２０日以内

必要と認める期間（９０日以内）

必要と認める期間

１年５日以内

必要と認める期間

２日以内

産前・産後休暇

１日２回各３０分以内（生後１年以内）

年次有給休暇

休憩時間１週間の勤務時間

３８時間４５分

開始時間

８：３０ １７：１５

特別休暇

８日以内

ボランティア休暇

結婚休暇

必要と認める期間又は時間

回避する場合

感染症の予防及び感染症の患 必要と認める期間

者に対する医療に関する法律に

よる交通遮断または隔離の場合

配偶者の出産

忌引

夏期休暇

災害等による出勤困難、危険を

1日以内

必要と認める期間

２日以内（１周期につき）

介護を必要とする一の継続する状態ごとに

子の看護休暇

７月から９月までの期間内で５日以内

配偶者１０日、父母７日、子５日、兄弟姉妹

３日など

２日以内

父母等の追悼のため特別な
行事を行うため

生理休暇

１年５日以内

介 護 休 暇 配偶者等の介護（無給）
連続する６月の範囲内の必要な期間

市長が指定する健康診断等



（３）育児休業の取得状況（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

（４）介護休暇の取得状況（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

0 0

水道

00 0

合計

男
性

女
性

0

教育

0

女
性

消防

75

男
性

0

女
性

0

男
性

女
性

0

男
性

女
性

0 20

教育 消防

男
性

女
性

0 0

男
性

0 1

0

0

20

女
性

人数

市長部局

男
性

0

男
性

女
性

男
性

ほか

ほか

（単位：人）

（単位：人）

市長部局

人数

部分休業の取得

人数
0 20

0

育児休業の取得

女
性

0 0 0
介護休暇の取得

0

男
性

女
性

0

水道 合計

96



４．　分限及び懲戒処分の状況４．　分限及び懲戒処分の状況４．　分限及び懲戒処分の状況４．　分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数

　分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くな

ど一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。

　その種類として、免職、降任及び休職があります。

　平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日の分限処分の状況は次のとおりです。

（２）懲戒処分者数

　懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公

務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給

及び戒告があります。

　平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの懲戒処分の状況は次のとおりです。

0

0

0 0

区　分

0

0

5

戒告

0

2 8

23

5

0

0

0

降任

市長部局など 8

1 0 5

0

免職

教育委員会

市長部局など

教育委員会

消防

0

0

消防

2

0

合計

0水道局

0

0

28

（単位：人）

00

0

28

0

休職

減給

1

0

合　　計

0

0 00 0

免職 停職

23

5

0水道局

合計

0

0

合計

（単位：人）

2 81 0 5合計



５．　服務の状況５．　服務の状況５．　服務の状況５．　服務の状況

（１）職務専念義務免除の概要

　職員は、法律や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべて

をその職務遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務

の遂行にあたって全力をあげてこれに専念しなければなりません。

　研修に参加する場合や厚生に関する計画の実施に参加する場合などには、あらかじめ承認を得

れば、職務に専念する義務を免除される場合があります。

（２）営利企業等への従事状況

　職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企業

を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することはできません。

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日

③　①②を除き報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合

区　　　　　　　　　分

60

　の他の団体の役員の地位を兼ねる場合

②　自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0

2

人数

①　営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社そ



６．　研修及び勤務成績の評定の状況６．　研修及び勤務成績の評定の状況６．　研修及び勤務成績の評定の状況６．　研修及び勤務成績の評定の状況

（１）研修の概要

ア　階層別研修　　

イ　特別研修

ウ　実務研修

エ　専門研修　　

オ　派遣研修　　　

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日の実施状況

　高度化・多様化する市民の行政ニーズへの的確な対応が図れるよう、効率的・効果的な「経営
型」の行財政運営の実現に努めるとともに、「常に市民の立場で物事を考えられる職員」「広い視
野に立って問題意識を持ち、自分の頭で物事を考えられる職員」「新たな課題に積極的にチャレ
ンジする姿勢を持ち、優れた行動力を備えた職員」の育成を目指し、計画的な職員研修を実施し
ました。

新規採用職員研修（Ⅰ・Ⅱ）、２年目職員研修、６年目職員研修、１０年目職員
研修、新任主査研修、新任担当副主幹研修、新任担当主幹級研修、新任課長
級研修

新型インフルエンザ危機管理研修、第三セクター等経営改革セミナー、経済最
前線セミナー（Ⅰ・Ⅱ）、世界最高級のホテルサービスから学ぶ“市民と職員の
満足度向上”研修、明るく元気な職場づくりセミナー

ア　階層別研修

自治大学校派遣研修、市町村職員中央研修所派遣研修、全国市町村国際文
化研修所派遣研修、全国建設研修センター派遣研修、三重県自治会館組合派
遣研修、国・県派遣研修、ＪＣ青年の船派遣研修、先進都市視察研修　等

研　　　修　　　名 受講者数（人）

ウ　実務研修 2,068

エ　専門研修 1,467

文書事務研修、法務能力研修、会計事務研修、技術職員特別専門研修、保育
所職員研修、防災危機管理研修、人権問題研修、男女共同参画研修、ユニ
バーサルデザイン研修、健康づくり研修

接遇向上研修、政策課題研修、女性職員セミナー、民間と行政の違いから学ぶ
研修、民法基礎・演習研修、行政法基礎・演習研修、公務員倫理研修　等

614

イ　特別研修 2,274

（２）勤務成績の評定の状況

エ　専門研修 1,467

オ　派遣研修 497

  また、担当主幹級以下の職員については、平成２４年度を目途として、制度の策定及び試行を実
施します。

　現在、課長級以上の職員を対象として、人材育成による組織力の向上を目指す人材評価制度を
試行しています。試行を通じて、制度の改善等を図り、平成２３年度の本実施を目指しています。



７．　福祉及び利益の保護の状況７．　福祉及び利益の保護の状況７．　福祉及び利益の保護の状況７．　福祉及び利益の保護の状況

（１） 労働安全衛生事業の状況

（２） 互助会への補助金の状況

補助金の決算額 22,485 千円

職員の健康管理

年１回全職員を対象に定期健康診断を実施しています。
業務上必要と認められる職員に対し、ＶＤＴ作業従事者検診を実施して
います。
希望する職員に胃がん検診及び前立腺がん検診を実施しています。

文化クラブの活動費用及び職員文化作品展の会場設営費用等を補助し
ています。

　 地方公務員法第42条に定められている職員の厚生制度（職員の保健、元気回復その他厚生
に関する事項）を職員の互助組織である津市職員共済組合に実施させ、同共済組合に助成して
います。

補助対象事業 事業の内容

体育関係事業
体育クラブの活動費用及び職員スポーツ大会の運営費用等を補助して
います。

文化関係事業

事業の名称 事業の内容

安全衛生管理の充実
安全衛生委員会を中心に安全衛生体制の充実を図っています。
週１回、産業医による健康相談を実施しています。
メンタルヘルス対策として、面接指導を行っています。

健康管理事業 人間ドック費用助成事業に要した経費を補助しています。

その他 共済組合運営のための事務に要する経費を補助しています。

　 労働安全衛生法及び津市職員安全衛生管理規程に基づき、事業者責任として、職員の安全と
健康を確保するため下記の労働安全衛生事業を実施しています。

　職員の心身の健康の確保、勤務意欲及び勤務能率の増進に資することを目的とした福利厚生
事業を実施しています。

平成２１年度には、次のような事業を行っています。

（３） その他福利厚生事業の状況

（４） 職員団体への便宜供与

組合数 ２団体

内　 容　　　・組合事務所の貸与

・各組合員給与からの組合費の控除

　 職員の共済制度については、地方公務員共済組合法に基づき共済組合が、公務災害補償に
ついては、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、それぞれ主体となり制
度を実施しています。



８．　公平委員会の業務の状況８．　公平委員会の業務の状況８．　公平委員会の業務の状況８．　公平委員会の業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

（２）不利益処分に関する不服申し立ての状況

１件

Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１

の処理件数

１件

Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１

の要求件数

Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１

の要求件数

０件

Ｈ２１．４．１～Ｈ２２．３．３１

の処理件数

０件


